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令和６年第７回教育委員会定例会会議録 

 

１．開会日時及び場所 

   開会 令和６年７月31日（水）午後３時00分 

   場所 能勢町役場本館会議室（２） 

 

２．出席委員 

教育長 加堂 恵二  職務代理者 中澤 安弘  委 員 市村 依子 

委 員 的場 麻子  委 員 泉 孝英 

 

３．事務局職員出席者 

教育次長 百々 孝之、学校教育総務課長 古畑 まき 

学校教育総務課付学校指導担当課長 川本 重樹、生涯学習課長 奥 成久 

学校教育総務課教育総務担当係長 小坂 和正 

 

４．傍聴者数 ４名 

 

５．議事の次第  

百々次長 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百々次長 

 

 

 

＜開会＞ 

 

＜挨拶＞ 

委員の皆さまは、事務点検評価委員との意見交換会に引き続いての定例会、大

変ご苦労様でございます。 

昼間は農作業もできないほど暑い日が続いていますが、先日、夜８時ごろ用事

で外に出たところ、夜風が涼しく、清少納言の枕草子の「夏は夜」の一文を思い

出しました。清少納言の頃は、地球温暖化もなく現在のような猛暑もなかったで

しょうが、それでも夏の昼は暑く、夜の涼しさにホッと風情を感じ「夏は夜」と

言ったのでしょう。 

それでは定例会を始めてまいります。会議録の署名について、第７回定例会会

議録署名委員は、中澤職務代理にお願いします。 

それでは議事に入ります。 

議案第 20 号「能勢町結核対策委員会委員の委嘱について」を議題とします。事

務局の説明を求めます。 

 

 本件は、能勢町附属機関に関する条例第１条第２号の規定により、教育委員会

の附属機関として設置されている能勢町結核対策委員会の委員につき、先般第５

回定例会において委嘱の承認を得たものです。今般、委員辞任に伴い後任委員に

ついて委嘱することについて、同委員会の設置要綱第３条第２項の規定により教
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加堂教育長 

 

 

古畑課長 

 

 

市村委員 

 

古畑課長 

 

加堂教育長 

 

 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

百々次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

育委員会の承認を求めるものです。 

 １ページの委員名簿に記載のとおり、島委員に代わり南委員に委嘱することと

しています。 

 任期については、設置要綱第５条第２項の規定により、令和７年３月31日まで

としています。 

議案第20号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくようよろ

しくお願いします。 

 

説明が終了しました。 

何か質疑はございませんか。 

 

 資料の２ページの南委員の勤務先を「医療法人恕心会 みなみクリニック」に

訂正をお願いします。 

 

 前任の島委員の退任日はいつになりますか。 

 

６月27日での退任となります。 

 

 他にございませんか。 

 特にないようですので、これから採決を行います。議案第20号は原案のとおり

承認してよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第20号は承認することに決定しました。 

 

続きまして、議案第 21 号「豊能郡地区における令和７年度に使用する教科用図

書の採択について（答申）」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

本件については、第４回定例会において承認いただいた、令和７年度に使用する

義務教育学校後期課程の教科書の採択に係る、豊能郡地区教科用図書採択協議会へ

の諮問に対し、本月 19 日付で同協議会から答申があったことから、当該答申に基

づいて、教科書の採択について承認を求めることとするものです。 

採択協議会においては、１回目の会議が本年５月 21 日に、２回目の会議が本月

18 日に開かれました。その間には、調査員会及び調査研究委員会が開催され、種

目ごとに２社ないし９社の教科書について調査がなされ、調査報告書が取りまとめ

られました。 

調査報告書をお願いします。この報告書には、各調査員において、種目ごとに「１．
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加堂教育長 

 

 

中澤職務代

理 

 

 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

市村委員 

 

 

内容の程度」から「５．補充的な学習・発展的な学習」までの５つの観点をもって、

発行者ごとに調査をし、調査事項のところに記載のとおりコメントを付して報告が

なされたところです。 

続いて、推薦書をお願いします。調査報告書を受けて、調査研究委員会において

検討がなされ、推薦書１ページに示しているとおり、種目ごとに２社ないし４社の

教科書を推薦することとして、３ページから 22 ページまでに掲げている推薦書が

とりまとめられました。１ページの表に記載しているとおり、一番上の国語であれ

ば４社のうち２社の教科書が、一番下の道徳であれば、７社のうち３社の教科書が

推薦されたところです。 

選定理由書をお願いします。最後に採択協議会において、生徒にとって学びやす

く、理解しやすい、教師にとって教えやすいことを基本に、選定理由書に種目ごと

に掲げた理由により、それぞれの教科書を選定することが決定されたところです。 

選定理由書、推薦書及び調査報告書に係る詳細の説明については、割愛をさせて

いただきます。 

議案書の２ページをお願いします。採択協議会から答申のあった教科書について

は、表に記載のとおり、16 の種目のものであり、発行者名、教科書名と合わせてそ

れぞれ記載のとおりですので、ご確認をお願いします。 

議案第 21 号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくようよろ

しくお願いします。 

 

説明が終了しました。 

何か質疑はございませんか。 

 

教科書に目を通して、各社の記載内容に違いを感じました。委員の皆さんが、教

えやすい、分かりやすいの観点から選定いただいたので、選定に対して意見はあり

ませんが、後期課程の教科書を完全にマスターすれば、社会で生きていけると感じ

ました。 

 

調査研究報告書を読ませてもらって、よりよい教科書を選定するための思いや苦

労がよく分かりました。 

結果的に 16 種目のうち６種目の教科書が変わりました。安易に考えると、今ま

で使っていた教科書を引き続き使った方が使いやすいと思いがちですが、そうでは

なく、委員の皆さんが真摯に考えて、具体的で細かいところまで配慮いただいた選

定をしていただきました。 

 

能勢町は１年生から９年生までの義務教育学校なので、前期課程と後期課程の教

科書が変わるのはどうなのかという観点も必要ではないかと思います。また、教科

書を持って登下校しているので、少しでも教科書が軽くなればと思います。 
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加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

百々次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

選定委員会の中でも、前期課程と後期課程の教科書が変わることについて意見が

あり、その意見も踏まえた上での選定がされています。 

 

他にございませんか。 

特にないようですので、これから採決を行います。議案第 21 号は原案のとおり

承認してよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第 21 号は承認することに決定しました。 

 

続きまして、議案第 22 号「豊能郡地区における令和７年度に使用する前期課程

教科用図書の採択について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

本件については、能勢ささゆり学園の使用する前期課程教科書について、令和５

年度に豊能郡地区教科用図書採択協議会からの答申を受け、教育委員会において令

和６年度に使用するものとして採択された教科書を、改めて令和７年度に使用する

教科書として採択することにつき、承認を求めるものです。 

その教科書については、１ページに一覧として示しているとおりです。 

本件採択については、12 ページに添付している教科用図書採択の基本事項の１

(１)に記載のとおり、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 14

条及び同法施行令第 15 条第１項の規定により、令和６年度使用教科用図書と同一

の教科書を採択しなければならないこととされています。 

13 ページには、同一教科用図書を採択する期間についての法的根拠を添付して

いますので、ご確認願います。 

なお、３ページから 11 ページまでには、教科用図書採択協議会から示された、

それぞれの教科書の選定理由書を添付していますので、ご参照いただければと思い

ます。 

議案第 22 号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくようよろ

しくお願いします。 

 

説明が終了しました。 

何か質疑はございませんか。 

 

特にないようですので、これから採決を行います。議案第 22 号は原案のとおり

承認してよろしいですか。 
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一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

市村委員 

 

 

 

 

百々次長 

 

加堂教育長 

 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第 22 号は承認することに決定しました。 

 

続きまして、議案第 23 号に入るわけですが、この議案につきましては人事に関

する案件ですので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第７項ただ

し書の規定により非公開にしたいと思いますが、よろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第 23 号につきましては、非公開とさせていただ

きます。傍聴人の退場を求めます。 

 

 （傍聴人退席） 

 

※議案第 23 号承認 

 

これより会議を公開いたします。 

 

続きまして「令和６年第６回定例会会議録」の承認を行います。 

何か意見などがあればお願いします。 

 

 ３ページの下から２行目「変わり」を「代わり」に、「阿部氏」を「安部氏」

に、７ページの６行目「行ったこと。また、」を「行ったこと、また、」に、23行

目「転じおり」を「転じており」に、下から10行目「会館30周年」を「開館30周

年」に訂正をお願いします。 

 

 訂正させていただきます。 

 

 「令和６年第６回定例会会議録」については、ご指摘いただいた箇所を訂正の

上、承認してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

「令和６年第６回定例会会議録」を承認します。 

次に「教育長報告」を行います。 

 

７月２日(火)社会を明るくする運動豊能地区実施委員会が開催されました。 
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川本課長 

 

 

 

 

 

 

 

百々次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥課長 

 

 

 

 

加堂教育長 

 

７月９日(火)校長・副校長会を開催しました。 

７月16日(火)教頭会を開催しました。 

７月18日(木)豊能郡地区教科用図書採択協議会が開催されました。 

７月27日(土)能勢の高校を応援する会総会が開催されました。 

７月29日(月)大阪教育大学拡大連携協議会が開催されました。 

７月31日(水)能勢町教育委員と事務点検評価委員の意見交換会を開催しました。 

      教育委員会定例会を開催しています。 

 

「議会関係」については、ございませんでした。 

 

続きまして、その他に入ります。 

その他について、事務局より何かありますか。 

 

〇令和６年度 全国学力・学習状況調査（概要）について 

※速報値について配布資料により説明 

・６年生と９年生が実施対象 

・（受験科目）前期課程・・・国語、算数 

       後期課程・・・国語、数学 

・国府との平均正答率の比較 

・今回の結果を分析した後、以後の教育委員会定例会で報告 

  

〇後援名義の使用許可について 

 ※配布資料により説明 

 （後援名義） 

  ・令和６年度全日本社会人スポーツ射撃競技選手権大会、全国ジュニアスポ 

ーツ射撃競技大会（わたSHIGA輝く国スポライフル射撃（50m、10m、BR、 

BP）競技リハーサル大会） 

  ・2024年第77回SIHDA（国際古代法史学会）～文化理解の集い～ 

  ・人権啓発講演会 刑期を終えて出所した人への支援 

・第43回川西一庫ダム周遊里山ファンラン 

   

○生涯学習課の事業について 

 ※口頭により説明 

・浄瑠璃月間（６月29日、30日） ２日間とも入場率90％以上 

 ・昭和も良かっ展（７月27日～８月９日）来場者数150名程度（７月31日現在） 

 

他に何かございませんか。 
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的場委員 

 

 

 

 

古畑課長 

 

 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

百々次長 

 

加堂教育長 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

加堂教育長 

 通学に関してお願いです。夏の酷暑の中、下校の際は登校班のようなものはなく、

低学年の児童が１人で下校しているのを見かける。熱中症になって倒れていても、

誰にも気付いてもらえない可能性が高いです。令和２年度に実施した徒歩児童生徒

のスクールバス利用をそろそろ検討した方がよいのではないか。 

 

令和２年度に実施した徒歩児童生徒のスクールバス利用については、コロナ渦で

の分散登校であったため実施できた措置であり、通常登校において、スクールバス

10台では対応しきれません。スクールバス台数やルートを増やす検討が必要です。 

 

 学校では暑さ指数が危険の時は、下校させないよう指導しています。 

 

他に何かございませんか。 

ないようですので、次回定例会等の日程調整を行います。 

 

令和６年第８回定例会を８月27日（火）午後２時としておりましたが、よろしい

でしょうか。 

 

異議なし。 

 

令和６年第８回定例会は、８月27日（火）午後２時からと決定します。 

続きまして、令和６年第９回定例会の日程調整を事務局からお願いします。 

 

令和６年第９回定例会は９月26日（木）午後２時からを提案します。 

 

よろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

令和６年第９回定例会は、９月26日（木）午後２時からを予定します。 

他にございませんか。 

（特になし） 

 

ないようですので、これで本日の定例会を終了いたします。 

 

  

       （閉会 午後３時45分） 

 


